
平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
五
日
提
出

質

問

第

八

三

号

海
上
自
衛
隊
に
お
け
る
公
益
通
報
者
及
び
情
報
公
開
請
求
者
に
対
す
る
不
利
益
取
扱
い
な
ど
の
是
正
措
置
等
に

関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

照

屋

寛

徳
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海
上
自
衛
隊
に
お
け
る
公
益
通
報
者
及
び
情
報
公
開
請
求
者
に
対
す
る
不
利
益
取
扱
い
な
ど
の
是
正
措
置
等
に

関
す
る
質
問
主
意
書

相
も
変
わ
ら
ず
、
海
上
自
衛
隊
内
に
お
け
る
暴
力
行
為
、
い
じ
め
事
件
等
が
続
発
し
て
い
る
。
誠
に
憂
慮
す
べ
き
事
態
だ
。

平
成
二
十
五
年
九
月
二
日
、
海
上
自
衛
隊
呉
基
地
停
泊
中
の
潜
水
艦
「
そ
う
り
ゅ
う
」
内
に
お
い
て
、
二
等
海
尉
に
よ
る
拳

銃
を
使
用
し
た
自
殺
未
遂
事
件
が
発
生
し
た
。

右
自
殺
未
遂
事
件
に
つ
い
て
、
私
が
平
成
二
十
八
年
一
月
十
三
日
の
衆
議
院
安
全
保
障
委
員
会
で
中
谷
元
防
衛
大
臣
ら
に
真

相
を
質
し
た
と
こ
ろ
、
海
上
自
衛
隊
が
事
故
調
査
委
員
会
を
設
置
し
、
三
度
に
わ
た
っ
て
事
故
調
査
報
告
書
を
作
成
し
て
い
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
未
公
表
だ
っ
た
こ
と
を
認
め
た
。
同
時
に
、
当
該
二
等
海
尉
が
潜
水
艦
「
そ
う
り
ゅ
う
」
や
過
去
に
勤
務

し
て
い
た
潜
水
艦
「
も
ち
し
お
」
内
に
お
い
て
、
職
場
の
上
司
に
当
た
る
幹
部
自
衛
官
ら
か
ら
暴
力
行
為
や
私
的
制
裁
な
ど
を

受
け
、
か
か
る
上
官
ら
が
懲
戒
処
分
を
受
け
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
事
実
を
公
表
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
明

ら
か
に
な
っ
た
。

か
か
る
潜
水
艦
「
そ
う
り
ゅ
う
」
及
び
「
も
ち
し
お
」
内
に
お
け
る
上
官
ら
に
よ
る
暴
力
行
為
、
い
じ
め
事
件
の
隠
ぺ
い
や

上
官
ら
に
対
す
る
処
分
非
公
表
は
、
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
、
海
上
自
衛
隊
護
衛
艦
「
た
ち
か
ぜ
」
に

一



お
け
る
い
じ
め
自
殺
事
件
（
以
下
「
た
ち
か
ぜ
」
事
件
と
い
う
）
で
も
同
様
の
こ
と
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。

「
た
ち
か
ぜ
」
事
件
に
関
し
、
海
上
自
衛
隊
は
、
裁
判
所
か
ら
そ
の
責
任
を
厳
し
く
問
わ
れ
た
後
も
、
真
摯
に
反
省
、
教
訓

化
せ
ず
、
隊
内
に
お
け
る
暴
力
行
為
、
い
じ
め
事
件
根
絶
に
真
剣
に
取
り
組
ん
で
こ
な
か
っ
た
と
厳
し
く
指
弾
せ
ざ
る
を
得
な

い
。
潜
水
艦
「
そ
う
り
ゅ
う
」
内
に
お
け
る
自
殺
未
遂
事
件
の
発
生
が
そ
の
証
左
で
あ
る
。

以
下
、
質
問
す
る
。

一

私
は
、
平
成
十
七
年
二
月
二
十
二
日
に
「
海
上
自
衛
隊
横
須
賀
基
地
の
護
衛
艦
『
た
ち
か
ぜ
』
に
お
け
る
暴
力
事
件
等
に

関
す
る
質
問
主
意
書
」
を
提
出
し
、
同
年
三
月
八
日
、
政
府
答
弁
書
を
受
領
し
た
も
の
で
あ
る
。

右
質
問
主
意
書
に
お
い
て
、
私
が
「
た
ち
か
ぜ
」
事
件
に
関
し
、
加
害
者
の
二
等
海
曹
（
当
時
）
に
よ
る
暴
力
行
為
、
恐

喝
等
い
じ
め
の
実
態
に
つ
い
て
調
査
報
告
書
作
成
の
有
無
を
質
し
た
と
こ
ろ
、
「
現
在
、
海
上
幕
僚
監
部
等
に
お
い
て
、
自

殺
を
し
た
隊
員
の
経
済
状
況
や
生
活
及
び
職
場
の
環
境
等
様
々
な
観
点
か
ら
、
そ
の
原
因
及
び
背
景
に
つ
い
て
、
医
学
的
見

地
も
含
め
調
査
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
の
回
答
を
得
た
。

防
衛
省
・
海
上
自
衛
隊
は
、
「
た
ち
か
ぜ
」
事
件
に
お
け
る
被
害
者
の
自
殺
原
因
等
に
関
す
る
調
査
報
告
書
を
作
成
し
た

か
。
作
成
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
報
告
書
の
名
称
、
作
成
年
月
日
、
作
成
部
署
と
併
せ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
作
成
し

二



て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
理
由
を
説
明
さ
れ
た
い
。

二

「
た
ち
か
ぜ
」
事
件
に
関
す
る
調
査
報
告
書
等
の
文
書
に
つ
い
て
は
、
同
事
件
が
東
京
高
等
裁
判
所
に
係
属
中
、
行
政
機

関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
五
月
十
四
日
法
律
第
四
十
二
号
）
（
以
下
、
情
報
公
開
法
と
い

う
）
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
三
年
六
月
三
日
付
で
防
衛
省
に
行
政
文
書
開
示
請
求
し
た
と
こ
ろ
、
平
成
二
十
三
年
八
月
二
日

に
「
不
存
在
」
と
し
て
処
理
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
が
、
平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日
付
で
再
度
防
衛
省
に
行
政
文
書
開
示
請
求
を
お
こ
な
っ
た
と
こ
ろ
、
平
成

二
十
六
年
三
月
二
十
四
日
付
で
開
示
決
定
が
な
さ
れ
、
大
半
が
墨
塗
り
の
「
自
殺
原
因
事
故
調
査
報
告
書
」
が
提
出
さ
れ
て

い
る
。

な
ぜ
、
東
京
高
裁
に
事
件
係
属
中
、
「
不
存
在
」
と
し
て
処
理
さ
れ
た
文
書
が
、
一
転
し
て
そ
の
後
の
文
書
開
示
請
求
に

よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
の
か
。
そ
の
理
由
及
び
経
緯
に
つ
い
て
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
か
か
る
防
衛
省
の
対
応
に
つ

い
て
の
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
右
「
調
査
報
告
書
」
に
つ
い
て
、
国
会
法
第
百
四
条
に
基
づ
き
、
衆
議
院
安
全
保
障
委
員
会
か
ら
提
出
を
求
め
ら

れ
れ
ば
、
応
じ
る
考
え
は
あ
る
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

三



三

「
た
ち
か
ぜ
」
事
件
に
関
し
て
は
、
海
上
自
衛
隊
三
等
海
佐
（
以
下
、
公
益
通
報
者
た
る
三
佐
と
い
う
）
が
公
益
通
報
者

保
護
法
（
平
成
十
六
年
六
月
十
八
日
法
律
第
百
二
十
二
号
）
に
基
づ
く
公
益
通
報
、
情
報
公
開
法
に
基
づ
く
文
書
開
示
請
求

を
お
こ
な
い
、
東
京
高
裁
に
お
い
て
証
人
と
し
て
証
言
す
る
な
ど
し
て
い
る
。

公
益
通
報
者
た
る
三
佐
が
、
右
公
益
通
報
、
情
報
開
示
請
求
、
東
京
高
裁
で
の
証
言
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
等
を
理
由
に
、

不
利
益
な
処
分
や
取
扱
い
を
受
け
る
こ
と
な
ど
聊
か
も
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

四

海
上
自
衛
隊
へ
の
入
隊
年
次
、
防
衛
省
・
自
衛
隊
内
の
基
準
や
慣
例
に
照
ら
せ
ば
、
公
益
通
報
者
た
る
三
佐
は
二
等
海
佐

に
昇
任
し
て
い
て
も
お
か
し
く
な
い
経
歴
と
能
力
の
持
ち
主
で
あ
る
が
、
同
三
佐
よ
り
入
隊
年
次
の
新
し
い
者
が
一
佐
・
二

佐
に
昇
任
し
て
い
る
現
実
が
あ
る
。

海
上
自
衛
隊
は
、
こ
れ
ら
の
事
実
を
承
知
し
て
い
る
か
。
右
三
佐
の
昇
任
が
遅
れ
て
い
る
理
由
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、

政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

五

海
上
自
衛
隊
で
は
、
通
常
二
年
に
一
度
程
度
は
賞
詞
が
与
え
ら
れ
る
の
に
、
公
益
通
報
者
た
る
三
佐
だ
け
が
対
象
か
ら
除

外
さ
れ
て
い
る
。
同
様
に
、
勤
勉
手
当
の
「
特
優
」
な
い
し
「
優
秀
」
も
通
常
は
二
年
に
一
度
程
度
あ
る
は
ず
な
の
に
、
同

三
佐
は
五
年
間
で
一
度
だ
け
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
三
年
に
一
度
程
度
は
あ
る
は
ず
の
優
良
昇
給
（
特
昇
）
も
平
成
十

四



八
年
を
最
後
に
凍
結
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
反
面
、
「
た
ち
か
ぜ
」
事
件
で
「
艦
内
生
活
実
態
ア
ン
ケ
ー
ト
」
の
隠
匿
に
関
わ
っ
て
懲
戒
処
分
等
を
受
け
た
者
で

さ
え
、
原
則
通
り
賞
詞
や
昇
任
・
昇
給
を
受
け
て
い
る
事
実
が
あ
る
。

か
か
る
右
三
佐
に
対
す
る
人
事
上
の
不
利
益
な
取
扱
い
は
、
明
ら
か
に
公
益
通
報
者
保
護
法
に
反
す
る
も
の
と
考
え
る

が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。
仮
に
、
政
府
の
見
解
が
、
公
益
通
報
者
保
護
法
上
も
特
段
問
題
な
く
、
適
正
な
取
扱
い

で
あ
る
と
の
認
識
で
あ
れ
ば
、
そ
の
理
由
を
法
的
根
拠
と
併
せ
て
説
明
さ
れ
た
い
。

な
お
、
右
三
佐
に
対
し
、
人
事
上
の
不
利
益
な
取
扱
い
や
処
分
が
あ
っ
た
と
の
認
識
で
あ
れ
ば
、
当
該
取
扱
い
や
処
分
を

是
正
し
た
上
で
、
過
去
に
遡
っ
て
昇
任
、
昇
給
等
を
検
討
す
べ
き
だ
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

六

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
の
平
成
二
十
五
年
七
月
八
日
付
答
申
書
「
平
成
二
十
五
年
度
（
行
情
）
答
申
第
八
十

九
号
」
に
は
、
「
答
弁
書
等
の
記
述
に
あ
る
よ
う
に
、
別
の
観
点
か
ら
隊
員
が
自
殺
し
た
原
因
に
つ
い
て
の
調
査
を
検
討
し

て
い
た
も
の
の
、
実
際
に
は
①
及
び
②
の
内
容
を
越
え
る
調
査
結
果
を
求
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
の
判
断
か
ら
、
調

査
の
検
討
に
留
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
」
（
七
頁
下
か
ら
十
乃
至
十
三
行
目
）
、
「
本
件
対
象
文
書
の
完
成
後
も
自
殺
の
原
因

を
特
定
す
べ
く
検
証
を
続
け
た
が
、
自
殺
し
た
本
人
の
供
述
が
得
ら
れ
な
い
以
上
事
実
関
係
の
裏
付
け
が
取
れ
ず
、
こ
れ
以

五



上
の
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
判
断
し
た
こ
と
か
ら
、
改
め
て
調
査
の
結
果
を
記
し
た
文
書
を
作
成
す
る
に
は
至
ら

な
か
っ
た
」
（
八
頁
五
乃
至
八
行
目
）
と
あ
る
。

①

右
答
申
に
い
う
「
調
査
結
果
」
と
は
、
前
記
「
自
殺
原
因
事
故
調
査
報
告
書
」
と
は
別
の
も
の
か
、
事
実
関
係
を
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。

②

右
答
申
に
い
う
調
査
を
実
施
し
、
「
こ
れ
以
上
の
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
判
断
し
た
」
の
は
誰
か
。
そ
れ
は

前
記
「
自
殺
原
因
事
故
調
査
報
告
書
」
を
作
成
し
た
者
と
は
別
の
者
か
。
ま
た
、
「
こ
れ
以
上
の
調
査
を
行
う
こ
と
が
で

き
な
い
」
旨
は
誰
か
に
報
告
さ
れ
、
了
承
を
得
た
の
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
調
査
断
念
の
経
緯
、
理
由
を
具

体
的
に
説
明
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

六


